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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィルム外装電気デバイスであって、
　セパレータと、前記セパレータを介して交互に積層された複数の正極板および複数の負
極板と、前記複数の正極板および複数の負極板の各々から延出された複数の電極延出部と
、前記複数の電極延出部と接合されたリードとを有する電気デバイス要素と、
　金属層と前記金属層の一面に形成された熱融着層を有し、前記熱融着層を前記電気デバ
イス要素に対向させて前記電気デバイス要素を包囲する外装フィルムであって外装フィル
ムの対向する前記熱融着層同士が熱融着された前記外装フィルムと、を備え、
　前記電気デバイス要素の周縁部を覆う枠状の保護部材をさらに備え、
　前記枠状の保護部材は、
　前記リードを挿通する開口を有し、
　前記電極延出部と前記リードとの接合部における前記電極延出部の角と前記リードの角
とを覆う保護部と、前記電気デバイス要素の前記電極延出部が形成された辺とは異なる辺
を覆う保護部と、をさらに含むフィルム外装電気デバイス。
【請求項２】
　前記保護部材が伸縮性を有する材料で形成されている、請求項１に記載のフィルム外装
電気デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、電気デバイス要素が外装フィルムによって被覆されたフィルム外装電気デバ
イスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯機器や電気自動車等の電源として用いられる電池には、軽量化、薄型化が強く要求
されている。しかし、従来の電池の外装体（金属缶）には、軽量化、薄型化に限界があっ
た。そこで、軽量化、薄型化が可能な外装体として、フィルムが用いられるようになった
。具体的には、金属薄膜フィルム、または金属薄膜と熱融着性樹脂フィルムとを積層した
ラミネートフィルムが電池の外装体として用いられるようになった。金属薄膜フィルムや
ラミネートフィルムは、金属缶に比べて形状変化の自由度が高いという利点もある。
【０００３】
　上記ラミネートフィルムの代表的な例としては、金属薄膜であるアルミニウム薄膜の一
面に、熱融着層としてのＰＰ層（ポリプロピレン層）を、他面に保護層としてのナイロン
層またはＰＥＴ層（ポリエチレンテレフタレート層）が積層された３層ラミネートフィル
ムが挙げられる。
【０００４】
　一般的なフィルム外装電池では、正極板および負極板がセパレータを介して積層された
電池要素がラミネートフィルムによって包囲され、該ラミネートフィルムの周辺部が気密
に熱融着されている。さらに、電池要素の正極および負極をラミネートフィルムの外部へ
引き出すために、一端が正極板又は負極板に接続され、他端がラミネートフィルムの外に
引き出された正極リードまたは負極リードが設けられている。上記セパレータとしては、
ポリオレフィン等の熱可塑性樹脂を用いて形成した多孔性フィルムなどが用いられるのが
一般的である。
【０００５】
　図９を参照しながら従来のフィルム外装電池の構造についてさらに詳しく説明する。図
９は、従来のフィルム外装電池の縦断面図である。
【０００６】
　フィルム外装電池３０１は、電池要素３０２と、電池要素３０２を電解液とともに収納
する外装体とを有する。電池要素３０２は、複数の正極板と複数の負極板とがセパレータ
を介して交互に積層されたものである。各正極板は、アルミニウム箔に正極材料を塗布し
たものであり、各負極板は、銅箔に負極材料を塗布したものである。電極材料が塗布され
ていないアルミニウム箔及び銅箔の未塗装部（延出部）は、積層領域よりも外側に引き出
されている。各正極板の延出部（正極延出部３０３ａ）は、一括して正極リード３０４ａ
に接合されている。また、各負極板の延出部（負極延出部３０３ｂ）は、一括して負極リ
ード３０４ｂに接合されている。尚、正・負極延出部３０３ａ、３０３ｂの接合には、一
般的に超音波溶接が用いられる。また、正極リード３０４ａ、負極リード３０４ｂは、ア
ルミニウム板、銅板を打ち抜き加工することにより作製される。
【０００７】
　外装体は、電池要素３０２をその厚み方向両側から挟んで包囲する２枚のラミネートフ
ィルム３０５、３０６である。各ラミネートフィルム３０５、３０６は、熱融着層として
のＰＰ層３１０、金属層としてのアルミニウム層３１１、および保護層としてのナイロン
層３１２を積層してなるものである。各ラミネートフィルム３０５、３０６は、ＰＰ層３
１０が内側となる向きで電池要素３０２を包囲すると共に、対向する互いのＰＰ層３１０
の周縁部同士が熱融着されている。
【０００８】
　以上のような構造を有するフィルム外装電池においては、振動等により、正・負極延出
部の接合部や正・負極リード、特に、それらの先鋭な角がラミネートフィルムの熱融着層
に接触し、該熱融着層を傷付ける虞がある。さらに、熱融着層が傷付けられると、傷付け
られた部分の厚みが薄くなって絶縁性が低下する。この結果、熱融着層の下層の金属層と
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接合部の角とが電気的短絡を起こす可能性が非常に高くなる。
【０００９】
　このような問題に対応するため、正、負極の端子と正、負極のリードとの各接合部を内
部に収納する断面三角形の絶縁スペーサが提案されている（特許文献１：国際公開第００
／５９０６３号パンフレット）。この絶縁スペーサは、各リードを挿通させる挿通穴を有
する。この絶縁スペーサは、正、負極の端子の集合部を収納するとともに、積層電極の端
面を押さえつけて積層電極を固定して、リードの切断、外装フィルムの破損、あるいは外
装フィルムと積層電極との電気的短絡を防止する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】国際公開第００／５９０６３号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記パンフレットに開示されている技術を含む従来の技術は、フィルム外装電池の使用
中に、ラミネートフィルムの熱融着層が正、負極集電部の角部によって傷付けられる、と
の前提に立脚した技術であった。
【００１２】
　しかし、本件発明者らは、鋭意研究を重ねた結果、ラミネートフィルムの熱融着層がフ
ィルム外装電池の製造過程において既に傷付けられる場合が多いことを発見した。具体的
には、対向する熱融着層の周辺部同士を熱融着させる際には、該熱融着層が加熱によって
軟化する。この状態のときに、電池要素の一部が熱融着層に接触すると、熱融着層が部分
的に傷付けられる。特に、接合された正、負極延出部の角は鋭利であるので、該角が軟化
した熱融着層に接触すると、熱融着層には深く抉られたような傷が残る。正、負極延出部
の接合部の角によって損傷を受けた熱融着層の状態を図１０に模式的に示す。図中、符号
４００が熱融着層を示し、４０１が正極延出部の接合部、４０２が金属層、４０３が保護
層、４０４が熱融着層４００に残った傷をそれぞれ示す。尚、図１０では、熱融着層４０
０、金属層４０２および保護層４０３からなるラミネートフィルム４０５に熱融着された
相手方のラミネートフィルムの図示は省略してある。
【００１３】
　ここで、フィルム外装電池の使用時、少なくとも熱融着工程が終了し、熱融着層が硬化
した後に、接合部４０１の角が熱融着層４００に接触した場合に比べて、加熱によって軟
化している熱融着層４００に接合部４０１の角が接触した場合の方が上記損傷が発生し易
く、また、その損傷の程度も大きいことは自明である。
【００１４】
　以上のような製造過程における熱融着層の損傷は、上記パンフレットに開示されている
絶縁スペーサやその他の樹脂製の保護部材を正・負極延出部の接合部と熱融着層との間に
介在させただけでは十分に回避できない。即ち、樹脂製の保護部材の融点が熱融着層の融
点と同等かそれ以上である場合には、熱融着層が融着可能な状態にまで軟化したとき、保
護部材は熱融着層と同等かそれ以上の硬さを有する。従って、軟化した熱融着層に保護部
材が接触すると、正・負極延出部の接合部が接触したときと同様に熱融着層が傷付けられ
る。例えば、熱融着層として一般的に用いられるＰＰの融点は、140℃～150℃である。従
って、熱融着層がＰＰによって形成されている場合に、保護部材が140℃～150℃以上の融
点を持つ材料で形成されていると、却って保護部材によって熱融着層が傷付けられる。
【００１５】
　本発明の目的は、上述した課題に鑑み、電気デバイス要素を包囲している外装フィルム
の熱融着層を保護する保護部材を備えたフィルム外装電気デバイスを提供することである
。
【課題を解決するための手段】
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【００１６】
　本発明の一態様のフィルム外装電気デバイスは、セパレータと、前記セパレータを介し
て交互に積層された複数の正極板および複数の負極板と、前記複数の正極板および複数の
負極板の各々から延出された複数の電極延出部と、前記複数の電極延出部と接合されたリ
ードとを有する電気デバイス要素と、
　金属層と前記金属層の一面に形成された熱融着層を有し、前記熱融着層を前記電気デバ
イス要素に対向させて前記電気デバイス要素を包囲する外装フィルムであって外装フィル
ムの対向する前記熱融着層同士が熱融着された前記外装フィルムと、を備え、
　前記電気デバイス要素の周縁部を覆う枠状の保護部材をさらに備え、
　前記枠状の保護部材は、
　前記リードを挿通する開口を有し、
　前記電極延出部と前記リードとの接合部における前記電極延出部の角と前記リードの角
とを覆う保護部と、前記電気デバイス要素の前記電極延出部が形成された辺とは異なる辺
を覆う保護部と、をさらに含む
　本発明の他の態様のフィルム外装電気デバイスは、正極リード、複数の正極板、該複数
の正極板の各々から延出された複数の正極延出部、負極リード、複数の負極板、該複数の
負極板の各々から延出された複数の負極延出部、およびセパレータを有し、前記正極板と
前記負極板が前記セパレータを介して交互に積層され、前記複数の正極延出部が前記正極
リードに接合され、前記複数の負極延出部が前記負極リードに接合された電気デバイス要
素と、
　金属層、および該金属層の一面に形成された熱融着層を有し、該熱融着層を内側にして
前記電気デバイス要素を包囲し、対向する前記熱融着層同士が熱融着された外装体フィル
ムと、
　前記正極リードに接合された前記正極延出部の一部である第一の接合部と、
　前記負極リードに接合された前記負極延出部の一部である第二の接合部と、を有するフ
ィルム外装電気デバイスにおいて、
　前記第一の接合部における前記正極延出部の角と前記正極リードの角の各々またはいず
れか一方と、少なくとも該角を覆う部分の前記熱融着層と、の間に保護部材が配置され、
かつ、
　前記第二の接合部における前記負極延出部の角と前記負極リードの角の各々またはいず
れか一方と、少なくとも該角を覆う部分の前記熱融着層と、の間にも保護部材が配置され
ていることを特徴とする。
【００１７】
　上記特徴を有する本発明のフィルム外装電気デバイスでは、外装体フィルムの熱融着層
が接合部における正極延出部や負極延出部、正極リード、負極リードの角によって傷付け
られることがない。
【００１８】
　また、前記保護部材は、前記第一または第二の接合部と対向する前記熱融着層の一方と
の間に配置された上面部と、前記第一または第二の接合部と対向する前記熱融着層の他方
との間に配置された下面部と、それら上面部と下面部とを連結する連結部とを有し、該連
結部に正極リードまたは負極リードを挿通可能な開口部が形成されているものであっても
よい。このような保護部材を採用すれば、開口部に正極リードまたは負極リードを通すこ
とによって、上面部を接合部と熱融着層との間に配置し、下面部を正極リードまたは負極
リードと熱融着層との間に配置することができる。よって、接合部と熱融着層との間に配
置される保護部材と、正極リードまたは負極リードと熱融着層との間に配置される保護部
材とが別体である場合に比べて、保護部材の装着が容易であり、位置ずれ等の不具合が発
生する可能性も低くなる。かかる構成を備えた保護部材は、例えば、二つ折りにした一枚
のシート材またはフィルム材の一方の面を前記上面部、他方の面を前記下面部、折り返し
部を前記連結部とすることによって得ることができる。
【００１９】
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　さらに、前記保護部材は、前記正極延出部および前記負極延出部の形状に合わせて立体
的に形成することもできる。例えば、纏められた各延出部の断面形状が略三角形である場
合には、前記上面部および前記下面部を前記開口部に近づくに連れて次第に近接させるこ
とによって、断面略三角形の袋状に形成することが好適である。加えて、保護部材を立体
的に形成する場合には、前記上面部と前記下面部とを側面部によって一体に連結すること
が好適である。
【００２０】
　また、前記保護部材は、前記正極延出部および前記負極延出部の各接合部に被せること
が可能なリング状に形成されていてもよい。
【００２１】
　前記保護部材を伸縮性のある材料で形成することによって、正極延出部および負極延出
部の形状に応じて変形可能とすることもできる。また、保護部材が伸縮性を有する場合、
保護部材の寸法を該保護部材が被せられる部材と同等がやや小さくすることによって、保
護部材を自己の弾性復元力によって所定位置に固定することも可能となる。もちろん、保
護部材を伸縮性のある材料によって立体的に形成することも可能である。保護部材に伸縮
性を持たせる場合には、発泡材料によって保護部材を形成することが好適である。さらに
、保護部材は、その一部のみが伸縮性を有するものであってもよい。保護部材の一部のみ
を伸縮可能とする場合には、保護部材の中央部を伸縮性材料で形成し、角部を非伸縮性材
料で形成することが好ましい。
【００２２】
　さらに、前記保護部材を前記電気デバイス要素の周縁に被せることが可能な枠状に形成
し、対向する一対の辺の一方に前記正極リードを挿通可能な第一の開口部を形成し、対向
する一対の辺の他方に前記負極リードを挿通可能な第二の開口部を形成し、前記第一の開
口部が形成された辺から延びる上面部を前記正極延出部の接合部と前記熱融着層との間に
配置し、第二の開口部が形成された辺から延びる上面部を前記負極延出部の接合部と前記
熱融着層との間に配置することもできる。
【００２３】
　本発明においては、前記保護部材が前記熱融着層よりも低融点であれば、それぞれの材
料は特に限定されないが、保護部材がポリエチレンによって形成され、熱融着層がポリプ
ロピレンによって形成されていることが好適である。
【００２４】
　本発明は、本件発明者らによる研究によって初めて得られた上記知見に基づくものであ
る。上記及びそれ以外の本発明の目的、特徴及び利点は、下記の記載及び本発明の一例を
示す添付図面の参照によって明らかになる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、外装体フィルムの熱融着層が傷付けられることを回避することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明のフィルム外装電池の分解斜視図である。
【図２】図１に示すフィルム外装電池の部分拡大断面図である。
【図３】図１に示すフィルム外装電池の正極延出部の接合部付近の拡大断面図である。
【図４】保護部材の変形例を示す斜視図である。
【図５】図４に示す保護部材の配置状態を示す部分拡大断面図である。
【図６】保護部材の他の変形例を示す斜視図である。
【図７】保護部材の他の変形例を示す斜視図である。
【図８Ａ】保護部材の他の変形例を示す斜視図である。
【図８Ｂ】図８Ａに示す保護部材の配置状態を示す平面図である。
【図９】従来のフィルム外装電池の基本構造を示す断面図である。
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【図１０】延出部の接合部によって損傷を受けた熱融着層を示す部分拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　次に、本発明のフィルム外装電気デバイスの実施形態の一例について説明する。本例の
フィルム外装電気デバイスは、電池要素がフィルム状の外装体によって包囲されたフィル
ム外装電池である。
【００２８】
　図１は、本例のフィルム外装電池の分解斜視図であり、図２は、一部省略の拡大断面図
である。このフィルム外装電池１は、正極延出部２ａおよび負極延出部２ｂを備えた電池
要素２と、電池要素２を不図示の電解液とともに収納する外装体と、正極延出部２ａに接
続された正極リード３ａと、負極延出部２ｂに接続された負極リード３ｂと、保護部材４
ａ、４ａ’とを有する。外装体は、２枚のラミネートフィルム５、６から構成されている
。尚、図１では、保護部材４ａ、４ａ’の図示は省略してある。
【００２９】
　電池要素２は、セパレータと、該セパレータを介して交互に積層された複数の正極板お
よび負極板とから構成されている。具体的には、各正極板は、正極材料が塗布されたアル
ミニウム箔である。各負極板は、負極材料が塗布された銅箔ある。それぞれの箔の電極材
料が塗布されていない部分（未塗装部分）は、積層領域よりも外側に引き出されて正・負
極延出部２ａ、２ｂを構成している。そして、各正極延出部２ａは、一括して正極リード
３ａの後部に超音波溶接によって接合されている。各負極延出部２ｂは、一括して負極リ
ード３ｂの後部に超音波溶接によって接合されている。ここで、正極リード３ａおよび負
極リード３ｂの表裏面には、ラミネートフィルム５、６との融着性を向上させるべく、ポ
リプロピレンを帯状に塗布して被覆部７が形成されている。尚、正・負極リード３ａ、３
ｂの被覆部７は、正・負極延出部２ａ、２ｂが正・負極リード３ａ、３ｂに接合されてい
る位置よりも該リード３ａ、３ｂの先端寄りの位置に形成されている。
【００３０】
　外装体を構成している２枚のラミネートフィルム５、６は、電池要素２をその厚み方向
両側から挟んで包囲している。各ラミネートフィルム５、６は、熱融着層１０、金属層１
１および保護層１２の３層からなる。本例では、熱融着層１０をＰＰ（ポリプロピレン）
によって、金属層１１をアルミニウムによって、保護層１２をナイロンまたはＰＥＴ（ポ
リエチレンテレフタレート）によって形成してある。各ラミネートフィルム５、６は、熱
融着層１０が内側となる向きで電池要素２を包囲している。また、各ラミネートフィルム
５、６の熱融着層１０の対向する周辺部同士は、気密に熱融着されている。さらに、各ラ
ミネートフィルム５、６の熱融着層１０の周辺部のうち、正、負極リード３ａ、３ｂと対
向する領域は、各リード３ａ、３ｂに形成されている被覆層７に熱融着されている。
【００３１】
　正、負極延出部２ａ、２ｂの各接合部２０ａ、２０ｂとラミネートフィルム５（熱融着
層１０）との間には、保護部材４ａが介在している。また、正・負極リード３ａ、３ｂと
ラミネートフィルム６（熱融着層１０）との間には、保護部材４ａ’が介在している。尚
、図２には、正極延出部２ａの接合部１０ａとラミネートフィルム５との間に介在する保
護部材４ａ、および正極リード３ａとラミネートフィルム６との間に介在する保護部材４
ａのみを図示する。もっとも、正極側に配置される保護部材と負極側に配置される保護部
材とは同一の構成を有し、同一の作用効果を奏する。よって、ここでは、図示されている
保護部材４ａ、４ａ’を例にとってその構成及び作用効果について説明する。
【００３２】
　各保護部材４ａ、４ａ’は、熱融着層１０よりも低融点の樹脂（本例ではＰＥ：ポリエ
チレン）からなるフィルムまたはシートである。各保護部材４ａ、４ａ’の厚みは約100
μmである。保護部材４ａ、は、正極リード３ａに一括溶接された正極延出部２ａの接合
部２０ａ、少なくとも、該接合部２０ａの角２１を覆うことが可能な形状および寸法を有
する。一方、保護部材４ａ’は、正極リード３ａの後部、少なくとも、該リード３ａの後
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方角部２２を覆うことが可能な形状および寸法を有する。もっとも、本例では、保護部４
ａ、４ａ’は同一の形状および寸法を有する。
【００３３】
　保護部材４ａ、４ａ’は、ラミネートフィルム５、６の熱融着層１０を熱融着させる際
に、該熱融着層１０を保護する役割を果たす。具体的には、保護部材４ａは、ラミネート
フィルム５の熱融着層１０と接合部２０ａとの間、少なくとも、該接合部２０ａの角２１
と熱融着層１０との間に介在し、角２１が熱融着層１０に損傷を与えることを防止する。
一方、保護部材４ａ’は、ラミネートフィルム６の熱融着層１０と正極リード３ａとの間
、少なくとも、該リード３ａの後方角部２２と熱融着層１０との間に介在し、後方角部２
２が熱融着層１０に損傷を与えることを防止する。
【００３４】
　即ち、フィルム外装電池１の製造過程では電池要素２をその厚み方向両側から挟むよう
にラミネートフィルム５、６を配置した上で、ラミネートフィルム５、６の周辺部をヒー
タで加熱して、対向する熱融着層１０の周辺部同士、および熱融着層１０と被覆層７とを
熱融着させる。このとき、加熱によって軟化した熱融着層１０に接合部２０ａの角２１や
正極リード３ａの後方角部２２が接触すると、熱融着層１０が損傷を受ける。しかし、保
護部材４ａ、４ａ’によってかかる損傷が回避されることはこれまでの説明および図２等
から自明である。
【００３５】
　さらに、本例のフィルム外装電池１では、保護部材４ａ、４ａ’が熱融着層１０よりも
低融点のポリエチレンによって形成されている。このことには、次のような技術的意義が
ある。即ち、ポリプロピレンからなる熱融着層１０同士を熱融着させるためには、140℃
～150℃の熱を加える必要がある。一方、ポリエチレンからなる保護部材４ａ、４ａ’の
融点は、約120℃である。従って、熱融着層１０が加熱されて軟化する前に、保護部材４
ａ、４ａ’が十分に軟化する。この結果、軟化した熱融着層１０に保護部材４ａ、４ａ’
が接触したとしても、熱融着層１０が保護部材４ａ、４ａ’によって損傷を受けることは
ない。仮に、熱融着層１０に保護部材４ａ、４ａ’が接触した痕跡（傷）が熱融着層１０
に残ったとしても、保護部材４ａ、４ａ’は熱融着層１０に比して十分に軟化しているの
で、その傷２３の表面は、図３に示すような円弧状になる。また、傷の深さは非常に浅い
ものとなる。少なくとも、熱融着層１０に図１０に示す傷４０４のような深く抉れた傷が
残ることはない。従って、熱融着層１０の絶縁性が低下し、接合部２０ａ、２０ｂと金属
層１１との間で電気的短絡が発生する可能性が高まる虞はない。尚、図３では、図２に示
されているラミネートフィルム６の図示は省略してある。
【００３６】
　尚、正・負極リード３ａ、３ｂの厚みが接合部２０ａ、２０ｂに比べて非常に薄い場合
や、それらリード３ａ、３ｂの後方角部２２が先鋭でない場合などには、保護部材４ａ’
を省略し、保護部材４ａのみを設けることも可能である。
【００３７】
　図４は、保護部材の一変形例を示す斜視図である。図４に示す保護部材４ｂは、熱融着
層１０よりも低融点の材料（本例では、ポリエチレン）からなるシート材またはフィルム
材を二つ折りにして形成したものである。この保護部材４ｂは、正・負極延出部２ａ、２
ｂ（図１）を覆う上面部３０と、正・負極リード３ａ、３ｂ（図１）の後部を覆う下面部
３１と、これら上面部３０と下面部３１とを連結する連結部３２とが一体に形成されてい
る。また、連結部３２には、正・負極リード３ａ、３ｂを通すことが可能なスリット３３
が形成されている。保護部材４ｂは、正極側および負極側の双方に配置される。もっとも
、正極側に配置される保護部材４ｂと、負極側に配置される保護部材４ｂの構成および作
用効果は同一である。よって、正極側に配置される保護部材４ｂを例にとって、保護部材
４ｂの構成及び作用効果について説明する。
【００３８】
　保護部材４ｂは、図５に示すように、スリット３３に正極リード３ａが通され、上面部
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３０が正極延出部２ａに被せられ、下面部３１が正極リード２ａの後部に被せられる。こ
れによって、少なくとも接合部２０ａの角２１および正極リード３ａの後方角部２２が保
護部材４ｂによって覆われ、これら角２１、後方角部２２による熱融着層１０の損傷が防
止される。もちろん、図４に示す保護部材４ｂも熱融着層１０よりも低融点のポリエチレ
ンによって形成されているので、保護部材４ｂが熱融着層１０を傷付ける虞はない。尚、
図５でも、ラミネートフィルム６の図示は省略してある。
【００３９】
　ここで、上面部３０の幅（Ｗ1）は、正極延出部２ａの幅方向全体を覆うべく、該延出
部２ａの幅よりも若干大きく形成することが好適である。本例では、正極延出部２ａの幅
が66.0mmであるのに対し、上面部３０の幅（Ｗ1）は66.5mmである。本例では、上面部３
０と下面部３１の形状および寸法を共通にしてあるが、上面部３０と下面部３１の形状お
よび寸法を共通にすることは必須ではない。
【００４０】
　また、スリット３３は、正極リード３ａを挿通可能な形状および寸法を有する。本例で
は、正極リード３ａに形成されている被覆部７の奥まで保護部材４ｂが挿入されている（
図５参照）。従って、スリット３３の幅（Ｗ2）は、被覆部７を通すことができるように
、該被覆部７の幅よりも若干大きく形成されている。具体的には、被覆部７の幅が46.0mm
であるのに対し、スリット３３の幅（Ｗ2）は、46.5mmである。もっとも、保護部材４ｂ
が伸縮性を有する材料（例えば、発泡材料）によって形成されている場合には、装着時に
スリット３３の幅をある程度広げることが可能である。よって、保護部材４ｂが伸縮性を
有する場合には、スリット３３の幅（Ｗ2）を被覆部７の幅と同一か、それより狭くして
もよい。
【００４１】
　図６は、保護部材の他の変形例を示す斜視図である。図６に示す保護部材４ｃは、図４
に示す保護部材４ｂの上面部３０と下面部３１とが側面部３４によって一体に連結された
立体的な袋状の形態を有する。図６に示す保護部材４ｃの装着方法や装着状態は、図４に
示す保護部材４ｂと同一であるので、重複する説明は省略する。但し、図６に示す保護部
材４ｃによれば、正・負極延出部２ａ、２ｂや正・負極リード３ａ、３ｂの上下面のみで
なく、それらの側面も保護部材４ｃ（具体的には、保護部材４ｃの側面部３４）によって
覆われる。よって、正・負極延出部２ａ、２ｂや正・負極リード３ａ、３ｂの側面やその
角によって熱融着層１０が傷付けられることも防止できる。
【００４２】
　図６に示す保護部材４ｃの断面形状は、正・負極板から遠ざかるに連れて厚みが薄くな
る正・負極延出部２ａ、２ｂの形態（図３、図５参照）に合わせて、略三角形に形成され
ている。具体的には、スリット３３に近づくに連れて、上面部３０と下面部３１とを近接
させてある。しかし、保護部材４ｃが上記正・負極延出部２ａ、２ｂの形態に追従可能な
伸縮性を有する場合には、保護部材４ａの断面形状を正・負極延出部２ａ、２ｂの形態に
合わせることは必ずしも必要ではない。
【００４３】
　図７は、保護部材の他の変形例を示す斜視図である。同図に示す保護部材４ｄは、熱融
着層１０よりも低融点の材料（本例では、ポリエチレン）からなるシート材またはフィル
ム材を正・負極延出部２ａ、２ｂの各接合部２０ａ、２０ｂおよび正・負極リード３ａ、
３ｂの外側に被せることが可能な扁平リング状に成形したものである。この保護部材４ｄ
は、正・負極リード３ａ、３ｂの先端側から接合部２０ａ、２０ｂおよび正・負極リード
３ａ、３ｂに被せられる。具体的には、保護部材４ｄの上面３５は接合部２０ａ、２０ｂ
に被せられ、下面３６は正・負極リード３ａ、３ｂに被せられる。これによって、少なく
とも接合部２０ａ、２０ｂの角２１および正・負極リード３ａ、３ｂの後方角部２２が対
向する熱融着層１０に直接触れることが防止される。ここで、保護部材４ｄが伸縮性材料
によって形成されていれば、上記のようにして接合部２０ａ、２０ｂおよび正・負極リー
ド３ａ、３ｂに被せられた保護部材４ｄは、自己の弾性復元力によって、接合部２０ａ、
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２０ｂおよび正・負極リード３ａ、３ｂに固定される。この場合、保護部材４ｄの内径を
接合部２０ａ、２０ｂおよび正・負極リード３ａ、３ｂの外径と同等かそれ以下とする。
保護部材４ｄを接合部２０ａ、２０ｂおよび正・負極リード３ａ、３ｂに被せる際には、
保護部材４ｄを伸張させて、その内径を一時的に広げる。保護部材４ｄを伸縮可能とする
場合、保護部材４ｄの全体を伸縮可能とするだけでなく、その一部を伸縮可能としてもよ
い。さらに、保護部材４ｄの一部を伸縮可能とする場合には、上面３５および下面３６の
中央部を伸縮可能とすることが好ましい。
【００４４】
　図８Ａは、保護部材の他の変形例を示す斜視図である。図８Ａに示す保護部材４ｅは、
電池要素２（図１参照）の周辺部に被せることが可能な略長方形の枠状に形成されている
。保護部材４ｅの対向する短辺部４０ａ、４０ｂには、正・負極リード３ａ、３ｂを通す
ことが可能なスリット３３が形成されている。図８Ｂに示すように、保護部材４ｅのスリ
ット３３に、正・負極リード３ａ、３ｂがそれぞれ通される。スリット３３に、正・負極
リード３ａ、３ｂが通されると、短辺部４０ａの上側が正・負極極延出部２ａ、２ｂに被
さり、下側が正・負極リード３ａ、３ｂの後部に被さる。さらに、長辺部４２ａ、４２ｂ
が正・負極板の対向する長辺にそれぞれ被さる。これによって、電池要素２の全周が保護
部材４ｅに覆われるので、正・負極延出部２ａ、２ｂや正・負極リード３ａ、３ｂのみで
なく、電池要素２の如何なる部位によっても熱融着層１０が傷付けられることはない。も
ちろん、保護部材４ｅも熱融着層１０よりも低融点の材料（本例では、ポリエチレン）に
よって形成されており、保護部材４ｅによって熱融着層１０が傷付けられることはない。
【００４５】
　本明細書に添付の図面では、保護部材が正・負極延出部又は／及び正・負極リードに密
着している例を図示した。しかし、これまでの説明から明らかなように、保護部材は、正
・負極延出部又は／及び正・負極リードと熱融着層との間に介在し、熱融着層が傷付けら
れることを防止し得れば十分である。従って、保護部材は、正・負極延出部又は／及び正
・負極リードに必ずしも密着している必要はない。
【００４６】
　また、本明細書に添付の図面では、正・負極延出部が正・負極リードと略同一の幅を有
する例を図示した。しかし、正・負極延出部の幅は、正・負極リードの幅より狭くても、
広くてもよい。もっとも、正・負極延出部や正・負極リードの幅が図示されているものと
異なる場合には、正・負極延出部又は／及び正・負極リードが過不足なく覆われるように
、保護部材の寸法や形状を適宜変更する。
【００４７】
　以上、本発明の代表的な実施形態について説明した。以下に、フィルム外装電池の各部
の構成について補足する。
【００４８】
　（正・負極リード）
　正・負極リードの材料には、Ａｌ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｆｅ、燐青銅、真鍮、ステンレ
スなどを用いることができる。必要に応じて焼き鈍し処理を施してもよい。正・負極リー
ドの厚さは、０．０８～１．０ｍｍが好ましい。
【００４９】
　また、正・負極リードの少なくとも外装体と密着する部分に、外装体との密着性を向上
させるための表面処理を施すことも好適である。この種の表面処理としては、例えば、化
学的エッチング処理などによる粗面化処理、部分アミノ化フェノール系重合体と燐酸化合
物とチタン化合物とからなる皮膜や燐酸亜鉛系皮膜などによる耐食性皮膜下地処理、チタ
ニウム系カップリング剤やアルミネート系カップリング剤などによる表面処理などが挙げ
られる。
【００５０】
　正・負極リードに形成する被覆層の材料には、例えば、酸変性ポリプロピレン、酸変性
ポリエチレン、酸変性ポリ（エチレン－プロピレン）コポリマー、アイオノマーなどが使
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用可能である。
【００５１】
　（外装体）
　外装体は、電解液が漏洩しないように電池要素を覆うことが可能であって柔軟性を有す
るものであれば特に限定されるものではないが、金属層と熱融着層とが積層されたラミネ
ートフィルムが特に好ましく用いられる。この種のラミネートフィルムとしては、例えば
、厚さ１０μｍ～１００μｍの金属箔上に、厚さ３μｍ～２００μｍの熱融着層を形成し
たものが使用できる。金属箔の材料としては、Ａｌ、Ｔｉ、Ｔｉ系合金、Ｆｅ、ステンレ
ス、Ｍｇ系合金などが使用できる。熱融着層の材料としては、ポリプロピレン、ポリエチ
レン、これらの酸変成物、ポリフェニレンサルファイド、ポリエチレンテレフタレートな
どのポリエステル、ポリアミド、エチレン－酢酸ビニル共重合体などが使用できる。また
、保護層の材料としては、ナイロンなどのポリアミド、ＰＥＴ、ポリエチレンナフタレー
ト（ＰＥＮ）などのポリエステル、ポリプロピレンなどが使用できる。
【００５２】
　（電池要素）
　正極板は、放電時に正イオンを吸収するもの又は負イオンを放出するものであれば特に
限定されず、次の（１）～（３）のような公知の正極材料のいずれも使用することができ
る。
（１）ＬｉＭｎＯ2、ＬｉＭｎ2Ｏ4、ＬｉＣｏＯ2、ＬｉＮｉＯ2等の金属酸化物
（２）ポリアセチレン、ポリアニリン等の導電性高分子
（３）一般式（Ｒ－Ｓｍ）ｎ（Ｒは脂肪族または芳香族、Ｓは硫黄であり、ｍ、ｎは、ｍ
≧１、ｎ≧１の整数である）で示されるジスルフィド化合物（ジチオグリコール、２、５
－ジメルカプト－１、３、４－チアジアゾール、Ｓ－トリアジン－２、４、６－トリチオ
ール等）
　また、正極板に正極活物質（図示せず）を適当な結着剤や機能性材料と混合して形成す
ることもできる。結着剤としては、ポリフッ化ビニリデン等のハロゲン含有高分子等が、
機能性材料としては、電子伝導性を確保するためのアセチレンブラック、ポリピロール、
ポリアニリン等の導電性高分子、イオン伝導性を確保するための高分子電解質、それらの
複合体等が挙げられる。
【００５３】
　負極板は、カチオンを吸蔵・放出可能な材料であれば特に限定されず、次の（１）～（
３）のような公知の負極材料のいずれも使用することができる。
（１）天然黒鉛、石炭、石油ピッチ等を高温で熱処理して得られる黒鉛化炭素等の結晶質
カーボン
（２）石炭、石油ピッチコークス、アセチレンピッチコークス等を熱処理して得られる非
晶質カーボン
（３）金属リチウムやＡｌＬｉ等のリチウム合金
　電池要素に含浸される電解液としては、例えば、エチレンカーボネート、プロピレンカ
ーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、メチルエチルカーボネート
、γ―ブチロラクトン、Ｎ，Ｎ’－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ－
メチルピロリドン、ｍ－クレゾール等の、二次電池の電解液として利用可能な極性の高い
塩基性溶媒に、ＬｉやＫ、Ｎａ等のアルカリ金属のカチオンと、ＣｌＯ4

-、ＢＦ4
-、ＰＦ

6
-、ＣＦ3ＳＯ3

-、（ＣＦ3ＳＯ2）2Ｎ
-、（Ｃ2Ｆ5ＳＯ2）2Ｎ

-、（ＣＦ3ＳＯ2）3Ｃ
-、（

Ｃ2Ｆ5ＳＯ2）3Ｃ
-等のハロゲンを含む化合物のアニオンとからなる塩を溶解したものが

挙げられる。また、これらの塩基性溶媒からなる溶剤や電解質塩を単独、あるいは複数組
み合わせて用いることもできる。また、ゲル状電解質（電解液を含むポリマーゲル）での
よい。また、スルホラン、ジオキサン、ジオキソラン、１，３―プロパンスルトン、テト
ラヒドロフラン、ビニレンカーボネートなどを微量添加してもよい。
【００５４】
　上記材料は、電気デバイス要素がリチウムイオン二次電池である場合の材料の一例であ
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る。本発明のフィルム外装電気デバイスを構成する電気デバイス要素には、鉛電池、ニッ
ケルカドミウム電池、ニッケル水素電池も含まれる。さらに、電気デバイス要素には、電
気二重層キャパシタや電解コンデンサなどのキャパシタ要素も含まれる。
【符号の説明】
【００５５】
　１　フィルム外装電池
　２　電池要素
　２ａ、２ｂ　正・負極延出部
　３ａ、３ｂ　正・負極リード
　４ａ～４ｅ　保護部材
　５、６　ラミネートフィルム
　７　被覆部
　１０　熱融着層
　１１　金属層
　１２　保護層
　２０ａ、２０ｂ　接合部
　２１　角
　２２　後方角部
　２３　傷
　３０　上面部
　３１　下面部
　３２　連結部
　３３、４１　スリット
　３４　側面部
　３５　上面
　３６　下面
　４０ａ、４０ｂ　短辺部
　４２ａ、４２ｂ　長辺部
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